
令和７年３月２８日版 

      【ご予約・お問い合わせ先】        

青森市立浪岡病院事務局 医事チーム  

電話番号：０１７２‐６２‐３１１１ 

（電話対応時間：平日 8：30～17：00） 

 介護認定申請をされる方・ご家族へ  

 
 

 

 青森市立浪岡病院において、介護保険主治医意見書の作成を希望されるか

たは、「受診予約」が必要です。下記をご確認の上、当院へご連絡くださいま

すようお願いします。 

また、「予診票」の提出をお願いしておりますので、円滑な介護認定に向け

てご協力をお願いします。 

 

１. 受診予約の方法  

 浪岡病院へ 必ず事前にお電話ください。【電話：0172‐62‐3111】 

※お電話で「主治医意見書の予約」とお伝えください。下記についてお伺いします。 

● 主治医意見書の作成が必要な方のお名前と生年月日 

● 通院されている科（内科、心臓内科、外科、整形外科 のいずれか） 

● 糖尿病の定期検査 の有無 

● 主治医意見書作成のための受診を希望する日 

 ※直近で当院を受診される予定日がございましたら、お知らせください。 

 ※予約の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 

● 申請内容（新規、更新、区分変更 のいずれか） 

●（更新・区分変更のかたは）前回、意見書を作成した医療機関名 

● 受診当日の同行者のお名前、連絡先 

 ※ご本人の日頃の生活状況が分かる方の同行をお願いします。 

● 受診当日の緊急連絡先（日中連絡が取れる電話番号） 

２. 意見書作成 当日について  

・診療科によって来院時間が異なりますので、ご予約の際にお知らせします。 

当日の混雑状況によりお待ちいただく場合があります。 

 ・診察前に予診票の記入確認がありますので、受付をしてお待ちください。 

 

浪岡病院からのお知らせ 

１．受診予約の方法 

２．意見書作成 当日について 

〔 うら面へつづく 〕 
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３.「介護保険主治医意見書 予診票」の記入  

  予診票は、主治医が申請者（患者）の日頃の生活状態を知り、要介護認定に必

要な「主治医意見書」をより正確に作成するために、参考にさせていただく資料

となります。個人情報保護法に基づき、他の目的に利用することはありません。 

  主治医への提出については、ご本人、ご家族等の同意が必要です。 

あらかじめご記入の上、意見書作成当日に浪岡病院へご持参くださいま

すようご協力をお願いします。当日、未記入の場合は、来院されてからご記入を

お願いします。 

 ※ＦＡＸで送信される場合は、受診の前日までにお送りください。 

 

 

◆ 提 出 先  

提出場所 提 出 方 法 （ ① か ② のいずれか ） 

浪 

岡 

病 

院 

①受診予約日の当日にご持参ください。 

受付の際に、窓口スタッフへお渡しください。 

②ファックスで事前提出 

 ＦＡＸ番号：０１７２‐６２‐３１１５ 

※受診予約日の前日までに送信してください。（休診日を除く） 

※送信間違いのないようにご注意ください。到着確認のお電話 

をお願いします。 

 

 

ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

３．「介護保険主治医意見書 予診票」 の記入 


